
令和８～１０年度川崎市学習状況調査業務委託仕様書 

 

１ 目的  

川崎市における次期教育プランに基づき、子どもたちの資質・能力の定着状況を把握する

ために調査を行い、その結果を活用して、子どもたちが「わかる」を実感できる授業づくり

を推進することを目的とする。 

 

２ 委託内容 

  上記１の目的が達せられるよう以下の職務を実施する。 

（１） 小学校第４～第６学年用の国語・算数の問題提供と意識調査及び中学校全学年用の国

語・社会・数学・理科・英語の問題提供と意識調査 

（２） 本市調査に向けた実施要項等の作成及び印刷・製本（ＰＤＦデータの提供を含む） 

（３） 問題用紙、解答用紙、意識調査等の作成及び印刷・製本並びにＷｅｂシステムへの掲載 

（４） ルビ入り問題用紙、出題のねらい、出題範囲表、正答用紙の作成・提供及びＷｅｂシス

テムへの掲載 

（５） 小学校第４～第６学年及び中学校全学年用の国語聞き取りテストの音声データ及び放

送台本等作成・提供 

（６） 中学校全学年用の英語リスニングテストの音声および放送台本データ等作成・提供 

（７） 実施要項等に基づく学校への配送と回収作業 

（８） 小学校第４～第６学年及び中学校全学年に係る採点及び結果のデータ処理、分析に係る

作業 

（９） 児童生徒個別の結果票作成と学校配付（５月中旬～７月上旬） 

（10） 結果資料作成と学校配付 （Ｗｅｂ提供可）（５月中旬～７月上旬） 

（11） 委託内容に伴う関係者（学校含む）との連絡調整、打合せ及び説明会等の実施 

（12） 教育委員会事務局への報告資料作成（Ｗｅｂ提供可）（５月中旬～７月上旬） 

（13） 調査結果データ（学習履歴）と学習ソフト等の連携、児童生徒一人ひとりの学力及び学

習状況に応じた問題の提供 
（14）川崎市学習状況調査ダッシュボードで使用できる学習状況調査の結果データの提供 

 

３ 実施する学校数、対象学年、調査内容、及び推計児童生徒数  

（１）小学校  川崎市内１１６校（小学校１１５校＋特別支援学校１校）  

         ・第４～６学年 

（令和８年度 推計 36,682 人、令和９年度 36,019 人、令和１０年度 

34,971 人） 

          調査内容：国語、算数、意識調査実施 

          データ処理及び個票の作成 

（２）中学校  川崎市内５３校（中学校５２校＋特別支援学校１校〈小学校と同一校〉） 

        ・全学年 

（令和８年度 推計 29,962 人、令和９年度 30,185 人、令和１０年度 

30,264 人） 

         調査内容：国語、数学、社会、理科、英語、意識調査実施 

データ処理及び個票の作成 



４ 川崎市学習状況調査の実施時期 

（１） 小学校は、原則次の期間で実施 

令和８年４月７日から２４日まで 

令和９年４月７日から２６日まで 

令和１０年４月７日から２６日まで 

（２） 中学校は、原則次の期間で実施 

令和８年４月７日から２４日まで 

令和９年４月７日から２６日まで 

令和１０年４月７日から２６日まで 

 

５ 教科調査内容 

（１） 学習指導要領に基づき作成されていること。 

（２） 前年度の調査結果と比較できるよう、教科調査の平均正答率を調整して、前年度と同

等とする等、ＩＲＴ（項目反応理論）等に基づいた調査を行うこと。 

（３） 評価については、経年追跡ができるようにすること。 

（４） 実施時期に応じた出題範囲をもとに問題を作成すること。 

 

６ 意識調査内容 

（１） 問題解決力や豊かな心などの「生きる力」や、児童生徒の学習に対する意識や行動に

ついての調査を行うこと。 

（２）実施時間は３０分程度、質問項目は９０問程度とする。（市独自の質問項目を含む） 

（３）調査内容については十分に人権に配慮したものであること。 

（４）調査内容については教育委員会事務局と打合せを十分に行った上で作成すること。 

 

７ 分析内容 

（１） 結果資料は教育委員会事務局の考え方（４層分析）に基づいたデータ分析が可能であ

り、学校が閲覧し利用できること。 

（２）学校、児童、生徒への提供資料は発注者の方針に基づいて、調査項目の選択ができるよ

うにすること。 

（３）教員向けの情報提供は指導方法改善の目的にあったものとすること。 

（４）児童生徒向けには調査結果が把握できるような個票を配付すること。 

（５）分析終了後、使用した全データと、データの見方がわかる資料を教育委員会事務局と協

議の上で提供すること。 

 

８ 調査結果データ（学習履歴）の活用 

 （１）川崎市学習状況調査の結果データ（学習履歴）を活用し、児童生徒一人ひとりの学習状

況に応じた問題を作成し、学習用端末でそれぞれの課題に応じた学習ができるように

すること。 

（２）川崎市学習状況調査の結果データ（学習履歴）には、受検番号および学年組出席番号を

含んでいること。 

（３）川崎市学習状況調査の前年度の結果データ（学習履歴）を工夫して活用し、調査結果を

経年で確認できるようにすること。 



（４）川崎市学習状況調査と川崎市学習状況調査ダッシュボードとで統一の標準キーをもち、

データ連携ができるようにすること 

 

９ 川崎市学習状況調査のＣＢＴ化（Computer Based Testing）を推進するための情報提供等 

（１） 国の動向を踏まえ、令和８年度に川崎市学習状況調査のＣＢＴ化に向けた課題の抽出

や今後の方向性を整理するなど事業スキームの策定に向けた情報提供を行うこと。 

（２） 令和９年度のＣＢＴ調査実施に向けて教育委員会事務局と協議の上、モデル校等で事

前検証をすること。また、ＣＢＴ調査実施に伴う関係者（学校含む）との連絡調整、打

合せ及び説明会等を行うこと。 

（３） ＣＢＴ調査を円滑に実施するために各学校の希望をもとにスケジュールを作成し、提

供すること。 

（４） これまでにＰＢＴ調査で得られたデータをＣＢＴ移行後も継続して活用するために、

教育委員会事務局と協議を行い、データの整理や移行を行うこと。 

 

10 履行期間 

  令和８年４月 1 日～令和１１年３月３１日 

 

11 特記事項 

（１） 小学校・中学校のそれぞれＩＲＴ等に基づいた調査問題は、受注者がこれを提供するこ

と。 

（２） 委託業務処理のために提供された個人情報及び委託業務の処理の過程で取得した個人情

報並びに知り得た個人の秘密を第三者に漏らさないとともに、指示された目的以外に使

用、提供、複写することを禁ずる。 

（３） 業務完了後、利用した問題や模範解答及び結果資料等、全てを電子データで、また、デー

タの見方がわかる資料を発注者に提供すること。また、必要に応じてこれまでのデータ

を加工して提供すること。 

（４） 情報データ管理方法等について、発注者が求めるときは、受注者は明示すること。 

（５） 各年度の終わりに経年比較で使うもの以外の不要となったデータを消去すること。 

 

12 検査及び委託代金の支払 
   発注者は、受注者が提出した業務完了報告書を検査した後、別途、受注者による請求書の

提出に基づき代金を支払うものとする。 
 

13 その他 
   この仕様書に疑義が生じたとき、あるいは仕様書に定めのない事項については、発注者と

受注者が協議の上、履行する。 
 
 
 
 
 



14 付記（詳細な内容） 
状況調査の流れと委託内容 
 小 学 校 中 学 校 

作
問
と
資
料
提
示
に
つ
い
て 

○ 受注者は、ＩＲＴ等に基づいた調査問題を作

成し、発注者にて確認をする。 
 

○ 受注者は写真・図版・イラスト等の使用許諾

や著作権にかかわる手続きを行う。 
 
○ 受注者は実施要項、解答用紙、正答用紙、出題

のねらいを作成する。 
 
○ 国語聞き取りテスト音声データ等の制作

（ＣＤの場合は学級数+１） 
  （内容原稿の提供） 
 
○ 受注者は問題確定後、ルビ入り問題を作成、

必要部数印刷する。 

○ 受注者は、ＩＲＴ等に基づいた調査問題を作

成し、発注者にて確認をする。 
 

○ 受注者は写真・図版・イラスト等の使用許諾

や著作権にかかわる手続きを行う。 
 

○ 受注者は実施要項、解答用紙、正答用紙、出題

のねらいを作成する。 
 
○ 国語聞き取りテスト、英語リスニング音声デ

ータ等の制作（ＣＤの場合は学級数＋１） 
  （放送台本の提供） 
 
○  受注者は問題確定後、ルビ入り問題を作成、

必要部数印刷する。 

意
識
調
査
問
題 

○ 受注者は内容について、発注者と十分な

打合せを行う。  
 
○ 受注者は調査内容確定後、意識調査問題

及びそれに基づいた学校用の帳票を作

成する。  

○ 受注者は内容について、発注者と十分な 打
合せを行う。 

 
○ 受注者は調査内容確定後、意識調査問 

題及びそれに基づいた学校用の帳票を作成

する。 

印
刷
又
は
Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム 

○ 受注者は第４学年～第６学年分の問題

及び解答用紙（ルビ入り含む）を印刷製

本及びＷｅｂシステムへ掲載する。  
 
・運営上の留意点を印刷又はＷｅｂシステム

へ掲載する。 
・調査に必要な持ち物（各校１枚）を印刷    
又はＷｅｂシステムへ掲載する。 

・川崎市学習状況調査実施要項（学級数＋

１）を印刷及びＷｅｂシステムへ掲載す

る。 
・実施上の注意（学級数＋１）を印刷及びＷ

ｅｂシステムへ掲載する。 

○ 受注者は第１学年～第３学年分の問題

及び解答用紙（ルビ入り含む）を印刷製

本及びＷｅｂシステムへ掲載する。  
 
・運営上の留意点を印刷又はＷｅｂシステム

へ掲載する。 
・調査に必要な持ち物（各校１枚）を印刷又は

Ｗｅｂシステムへ掲載する。 
・川崎市学習状況調査実施要項（学級数＋１）

を印刷及びＷｅｂシステムへ掲載する。 
・実施上の注意（学級数＋１）を印刷又はＷｅ

ｂシステムへ掲載する。 

発
送 

○ 受注者は実施要項に従って、実施日１週間 
前に各校への実施に必要な資材の発送を完了

する。また、完了時には教育委員会事務局に報

告する。 

○ 受注者は実施要項に従って、実施日１週間 
前に各校への実施に必要な資材の発送を完了

する。また、完了時には教育委員会事務局に報

告する。 



実
施 （各校が実施する） （各校が実施する） 

採
点 ○ 受注者は回収した答案を採点する。 ○ 受注者は回収した答案を採点する。 

答
案
等
の
処
理 

○ 受注者が回収した答案及び意識調査について

は、データの分析後、委託期間末日まで保管し、

その後、溶解又は粉砕処理する。 
個票に間違いがあった場合は訂正する。 

○ 受注者が回収した答案及び意識調査について

は、データの分析後、委託期間末日まで保管し、

その後、溶解又は粉砕処理する。 
個票に間違いがあった場合は訂正する。 

デ
ー
タ
作
成
及
び
分
析
後
の
資
料
提
示 

○ 調査結果資料 
    受注者は以下の調査結果資料を提供し、完了

時には教育委員会事務局に報告する。 
 個人用（データ） 

・各教科の調査結果（教科総合・観点領域別の

平均正答率等） 
・意識調査の結果 

個人票（紙・データ） 
  ・各設問の正誤のわかる教科答案用紙（縮 

刷可） 
・単元別の正答率がわかるもの 
・意識調査の結果 

  ・結果に応じた学習アドバイス 
学校用（紙・データ） 
・各教科の調査結果（教科総合・観点領域別の

平均正答率等） 
・川崎市独自の意識調査結果 

教育委員会事務局用（データ） 
・学年教科ごとの観点領域別分析 
・同一学年、同一母集団の経年分析ができるた

め資料 
・川崎市独自の意識調査傾向、分析結果等 

 
○ 分析結果データ 

学校においては学校全体、学年、学級、個人

（番号による）結果を、教育委員会事務局に

おいては、市全体や学校別、学年別の調査結

果を閲覧できるシステムを用意する。 

○ 調査結果資料 
    受注者は以下の調査結果資料を提供し、完

了時には教育委員会事務局に報告する。 
個人用（データ） 
・各教科の調査結果（教科総合・観点領域別の

平均正答率等） 
・意識調査の結果 

個人票（紙・データ） 
  ・各設問の正誤のわかる教科答案用紙（縮 

刷可） 
・単元別の正答率がわかるもの 
・意識調査の結果 

  ・結果に応じた学習アドバイス 
学校用（紙・データ） 
・各教科の調査結果（教科総合・観点領域別の

平均正答率等） 
・川崎市独自の意識調査結果 

教育委員会事務局用（データ） 
・学年教科ごとの観点領域別分析 
・同一学年、同一母集団の経年分析ができる

ための資料 
・川崎市独自の意識調査傾向、分析結果等 

 
○ 分析結果データ 

学校においては学校全体、学年、学級、個人

（番号による）結果を、教育委員会事務局に

おいては、市全体や学校別、学年別の調査結

果を閲覧できるシステムを用意する。 



調
査
結
果
の
活
用 

○ 調査結果データ（学習履歴）を学習ソフト等

に連携し、児童一人ひとりの学習状況に応

じた問題を提供する。 
 
〇 教育委員会事務局が求める際に児童の学習

ソフト活用状況を提供する。 

○ 調査結果データ（学習履歴）を学習ソフト等

に連携し、生徒一人ひとりの学習状況に応

じた問題等を提供する。 
 
〇 教育委員会事務局が求める際に生徒の学習

ソフト活用状況を提供する。 

説
明
会
・
研
修
会 

○ 各学校及び教育委員会事務局において、デー

タの取り出し方やデータの見方、活用の仕

方、また学習ソフト等への連携について理

解できるよう説明会・研修会を実施する際

の説明や資料提供を行う。 

○ 各学校及び教育委員会事務局において、デ

ータの取り出し方やデータの見方、活用の

仕方、また学習ソフト等への連携について

理解できるよう説明会・研修会を実施する

際の説明や資料提供を行う。 

そ
の
他 

〇 実施に伴う解説動画（教員用、児童用）を作

成して提供する。 
〇 実施に伴う解説動画（教員用、生徒用）を作

成して提供する。 

 
 


